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「いのちがえがお」の野外教育活動へ 
 運動会が終わり，次は野外教育活動に向けて

動き出しています。これまで，活動班をつくり，

それぞれの係に分かれて準備を進めてきていま

す。班長会により，野外教育活動のテーマが決ま

りました。１泊２日の活動を通して，このテーマ

が達成されることを期待しています。 

今後は，学年集会を通して，みんなでファイヤ

ーの練習や野外炊飯の仕方などを学習していき

ます。 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ 

①野外係会 

一斉下校 

歯科健診 

２ 

②野外係会 

⑥５の４研

究授業 

３ 

４ ５ 

②野外係会 

６ 

しおり配付 

⑥５の１研

究授業 

７ 

⑤学年集会 

８ 

①野外係会 

⑤授業参観 

引き取り訓練 

耳鼻科健診 

９ 

④学年集会 

１０ 

資源回収 

１１ １２ 

②学年集会 

１３ 

全校朝会 

１４ 

①学年集会③野外係会

④学級指導 

給食後下校 

下校時間１３：３０  

１５ 

５年野外教

育活動 

 

１６ 

５年野外教

育活動 

１７ 

１８ 

豊橋・学校

いのちの日 

１９ 

プール開き 

２０ 

学年朝会 

２１ ２２ 

尿検査二次 

⑥委員会 

２３ 

⑥クラブ 

２４ 

２５ ２６ 

②漢字コン

クール 

２７ 

児童集会 

⑥５の２研

究授業 

２８ 

⑥５の３研

究授業 

２９ ３０  

◆保護者の皆様へお知らせ（野外教育活動の活動日程の変更について）◆ 
 先日行われました保護者説明会でお知らせした活動日程から変更があります。１日目に予定を

していた「ウォークラリー」を２日目に変更します。また，２日目に予定していました「砂浜レ

ク」を１日目に変更いたします。ご承知おきください。 

野外教育活動の前日となりますので，

４時間授業で給食後下校となります。 

漢字コンクールの範囲は

後日お知らせします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆プールがはじまります 
 ６月１９日（月）のプール開きから７月１２日（水）まで，体育の授業ではプール

指導を行っていきます。 

 

１ 用意していただくもの 

（１）水着    男子：紺色の水泳パンツ 女子：紺色の水着（セパレート可） 

         ※紺色，青，黒系統のものであれば，今まで使用していたもので

構いません。 

（２）バスタオル 特に規定はありません。 

         ※片側にゴムのあるタイプのタオル（ラップタオル）着替えのと

きに便利です。 

（３）帽子    水泳帽子は学年ごとに色が決まっています。５年生：オレンジ色 

（４）バッグ   特に規定はありません。 

         バッグの中に，次のものを名前を書いて用意してください。 

         ①濡れた水着を入れるビニール袋 ②タオル用のビニール袋 

         ③マスク用の小さなビニール袋 

２ 記名について 

（１）落し物が多くなりますので，下着などすべての持ち物に名前を書いてください。 

（２）白い布に名前を書いて，水着の（背中，お尻）に縫い付けてください。 

 
３ その他 

（１）ゴーグルは必要があれば使用してください。 

（２）ラッシュガードを着用する時には，担任まで申し出てください。また，水着同様に

白い布に名前を書いて背中に縫い付けてください。 

※その他，衛生面や健康面での注意事項などが先日配付されました「プール指導開始のお

知らせ」に記載されていますので，ご確認ください。また，６月１日付で「水泳指導の

ための健康調査」が配付されますので，ご記入の上，６月８日（木）までに提出をお願

いします。 

◆６月１８日は「豊橋・学校いのちの日」 
 豊橋市のＨＰに，「豊橋・学校いのちの日」についてこのように書かれています。 
１ 趣旨（「豊橋・学校いのちの日」設定への思い） 

（１）平成２２年６月１８日，豊橋市立章南中学校の野外活動中にカッターボートが転覆し，ひと

りの尊い命を失ってしまった。この事故を風化させることなく，再発防止の徹底をはかる。 

（２）この事故を教訓として，市内全小中学校を挙げて「学校の安全管理・危機管理」を再確認

し，教職員の安全や危機管理に対する意識の維持・向上をはかる。 

（３）全市一斉に，教師と子どもたちが「いのち」の大切さについて考える日とする。 


